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はじめに

 地方独立行政法人法第28条第1項第3号の規定に基づき、地方独立行政法人市立東大阪医
療センターの中期目標期間（平成28年10月1日から令和3年3月31日まで）の業務実績につ
いて、総合的に評価を実施した。

 評価に際しては、「地方独立行政法人市立東大阪医療センター　業務実績評価の基本方
針」及び「地方独立行政法人市立東大阪医療センター中期目標期間見込評価及び中期目標
期間最終評価実施要領」に基づき評価を行った。
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第１項　全体評価

１．評価結果及び判断理由

地方独立行政法人市立東大阪医療センターにおける平成28年度（平成28年10月1日）
から令和2年度までの全体評価の結果は、

「全体として中期目標を概ね達成した。」

　第1期中期目標期間は、地方独立行政法人へ移行した平成28年度（平成28年10月1日）
から令和2年度までの4年6ヵ月間とし、この期間における業務実績に関する大項目評価
について、以下のとおり判断した。

・第2項目（市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）
は、地方独立行政法人移行後においても、救急医療、小児医療、周産期医療、4疾病に
対する医療、災害時医療及び感染症医療等の医療を提供するとともに、地域医療支援病
院として地域の医療機関との機能分担・連携を推進し、地域の中核病院としての役割を
果たすための取組が進められた。
　救急医療においては、断らない救急医療を掲げ救急患者の積極的な受入を行った結
果、平成29年度から令和元年度において救急搬送受入件数は中期計画目標値を達成し
た。
　感染症への対応においては、新型コロナウイルス感染症対応として、新型コロナウイ
ルス感染症患者の入院、ＰＣＲ検査を実施するコロナ外来の開設、市立東大阪医療セン
ターを中心とした病院連携会議の推進を行った。
　4疾病のうちがん医療においては、がん手術件数、がん登録件数が中期計画目標値を
達成し、心筋梗塞においても、手術件数が中期計画目標値を達成した。
　患者・市民満足度のモニタリングにおいては、患者満足度調査で不満とされたトイレ
について、令和元年度にウォシュレット化に取り組み、床頭台の更新など入院環境の整
備を行った結果もあり、当該中期目標期間において高い満足度が得られ、新型コロナウ
イルス感染症の影響下においても高い満足度を維持できた。
　小児医療においては、新型コロナウイルス感染症の影響により患者数が減となるやむ
を得ない状況もあったが、第1期中期目標期間の小児科入院患者数、小児救急入院患者
数は減少傾向となっており、第1期中期計画の目標値を下回る状況が続いた。
　以上のことから、第1期中期目標期間における業務実績の評価は、『中期目標を概ね
達成した。（評価Ｂ）』と判断した。

・第3項目（業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置）
は、平成28年度の地方独立行政法人への移行後、地方独立行政法人制度の趣旨に基づ
き、病院の理念と基本方針を明確化し、組織体制の整備、職員の育成、医師や看護師の
確保に取り組んできた。
　医療専門職の確保においては、看護師離職率は中期計画目標値は未達となったが、令
和2年度においては新型コロナウイルス感染症の影響下でも看護師の確保に努め、中期
計画の目標指標である正規看護職員数は目標達成できた。
　職員満足度の向上においては、ワークライフバランス促進休暇を創設し、年休取得促
進に取り組んだ結果、平均年休取得日数は令和2年度に中期計画目標値に達した。
　以上のことから、第1期中期目標期間における業務実績の評価は、『中期目標を達成
した。（評価Ａ）』と判断した。

・第4項目（財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置）
は、地方独立行政法人化した第1期中期目標期間において、経常損益の推移をみると平
成28年度から29年度にかけて赤字の後、平成30年度に臨時的な要因による黒字、令和元
年度に赤字へ転換、令和2年度に黒字となった。なお、令和元年度までの各年度の赤字
額は改善傾向にあった。
令和2年度の黒字化要因は、新型コロナウイルス感染症により一般入院患者の受入に制
限がかかるなか、一般入院患者の確保に努め、さらには新型コロナウイルス感染症に係
る空床補償をはじめ多くの補助金を確保したことである。
市立東大阪医療センターが第1期中期計画に掲げた「計画期間全体での黒字化」につい
ては達成できなかったものの、黒字化を図った点から第1期中期目標期間における業務
実績の評価は、「中期目標を概ね達成した。（評価Ｂ）」と判断した。
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※大項目評価一覧

２．全体評価にあたって考慮した内容、意見及び要望

大項目

第2

第3

第4

第5   その他の業務運営に関する重要事
項を達成するためとるべき措置

  財務内容の改善に関する目標を達
成するためとるべき措置

　業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためとるべき措置

 市民に対して提供するサービスその
他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置

中期目標
期間の評
価

Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｃ

年度評価
平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｃ Ｂ Ｂ Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ Ｃ

　全体評価に当たっては、各年度の評価をもとに、第1期中期計画目標値の達成状
況、第1期中期計画期間の取組内容をもとに総合的に判断した項目別評価の結果に
加え、以下①から⑦までを特に考慮して判断した。
①救急医療においては、地方独立行政法人化後においても二次救急医療機関とし
て24時間365日の救急医療体制を維持した。とりわけ「断らない救急医療推進タス
クフォース」を立ち上げ「断らない救急医療」に取り組んだ結果、救急搬送受入
件数は、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年度は減となったものの、
平成29年度から令和元年度において、中期計画目標値を達成した点は評価でき
る。
②小児医療においては、病院群輪番制のもと、初期及び二次救急医療機関として
の受入体制を維持しているが、令和元年度末から令和2年度にかけての新型コロナ
ウイルス感染症の影響はあったものの、小児救急入院患者数及び小児科入院患者
数のいずれの指標も市立東大阪医療センターの掲げた中期計画目標値と比べ減少
傾向が続いた。
③4疾病に対する医療においては、地域がん診療連携拠点病院としてがん医療に積
極的に取り組んだ結果、がんの手術件数、がん登録件数については、令和2年度の
実績値が、それぞれ1,021件、1,635件と、中期計画目標値の920件、1,300件をそ
れぞれ上回っている。また、呼吸器内科の再開についても、常勤医師の確保には
至っていないものの、外来患者の確保に努めている。さらに、令和元年8月より、
心臓血管外科手術を開始したことで、これまで以上に重篤な患者の受入が可能と
なっている。一方で、目標指標とした糖尿病教室は目標未達となっているが、令
和2年度における新型コロナウイルス感染症患者の受入にあたって、透析に必要な
患者の受入を行うなどした。
④地方独立行政法人制度の趣旨に基づいた業務運営体制を確立するうえで、旧東
大阪市立総合病院の元職員による不祥事が発覚したことにより、内部統制コンプ

・第5項目（その他の業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置）
は、各年度の評価がＡであったことから、『中期目標を達成した。（評価Ａ）』と判断
した。

　これらにより、上記項目別評価を踏まえた第1期中期目標期間における業務の実績に
関する評価は、総合的に判断した結果、『全体として中期目標を概ね達成した。』と
判断した。
　新型コロナウイルス感染症の影響は第2期中期目標期間にも及んでおり病院経営面に
おいて依然不透明なところが残るが、第2期中期目標期間において、さらなる医療機能
の向上を図り、人材確保と機能充実・拡大に努めるとともに収支改善に努め、病院経営
の安定化に努めていただきたい。

Ａ
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ライアンス担当官を配置しコンプライアンスの徹底を行った。具体的には、コン
プライアンス推進規程、職員倫理規程を制定するとともに内部統制窓口を設置し
た。また、内部統制委員会を設置しリスクの検討とその対策に取り組んできた点
は評価できる。
⑤医療専門職の確保においては、令和2年度における新型コロナウイルス感染症の
影響下でも、目標未達ではあるが離職率は例年どおりで推移し、雇用の確保に努
めた。
⑥経営状況においては、第1期中期目標期間において平成28年度から29年度にかけ
て赤字決算の後、平成30年度は臨時的な要因もあって黒字決算となった。令和元
年度は赤字へ転落したが、令和2年度に黒字化した。その要因は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響下において一般入院患者の受入に制限がかかるなか、一般入院
患者の確保に努め、さらには新型コロナウイルス感染症に係る空床補償をはじめ
多くの補助金を確保したことである。
⑦中河内救命救急センターの運営受託においては、指定管理期間の満了する令和4
年4月1日以降のあり方について第2期中期計画期間に検討する必要はあるが、現指
定管理のもと、令和2年度においては新型コロナウイルス感染症患者の入院につい
て、人的応援、物品提供、検査実施などの連携を図り、重症患者を中河内救命救
急センター、軽症中等症患者を市立東大阪医療センターで受入を行い、市民及び
府民の患者の命を守る最前線の取組を進めた。
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第２項　項目別評価

第２

（１）評価結果

（２）判断理由及び考慮した事項

（３）小項目評価の集計結果

概ね達成し
た。

4 3

2 2

（1）

（2）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

（3）

（4）

ＡＳ

Ｂ

大幅に上回る
特筆すべき進
捗状況にあ
る。

達成した。
Ｃ

十分達成でき
ていない。

Ｄ
大幅に下回っ
ており重大な
改善すべき事
項がある。

市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達
成するためとるべき措置

Ｂ

3 3 3

2 2

評価
結果

項目名

1　医療センターとして担うべき役割

救急医療

小児医療、周産期医療

4疾病に対する医療水準の向上

災害時医療

中期目標を概ね達成した。

　中期目標期間中の各年度における評価について、平成28年度は「Ｃ　中期目
標・中期計画の実現のためにはやや遅れている。」、平成29年度から令和元年度
は「Ｂ　中期目標・中期計画の実現に向けておおむね計画どおり進んでい
る。」、令和2年度は「Ａ　中期目標・中期計画の実現に向けて計画どおり進んで
いる。」という結果であった。
　また、小項目評価における評価3以上の項目数（ウエイト項目は２項目としてカ
ウントするもの。以下同じ。）は、平成28年度は18項目中15項目（83.3%）、平成
29年度は20項目中17項目（85.0%）、平成30年度は18項目中16項目（88.8%）、令
和元年度は19項目中18項目（94.7%）、令和2年度は19項目の全てであったことか
ら、市立東大阪医療センターが果たすべき役割として概ね取組が行われたことが
わかる。
　小児医療においては、令和元年度末から令和2年度にかけて、新型コロナウイル
ス感染症の影響により患者数の減とやむを得ない状況もあったものの、第1期中期
目標期間の小児科入院患者数、小児救急入院患者数は減少傾向となっており、第1
期中期計画の目標値を下回っている状況が続いた。
　新型コロナウイルス感染症対応においては、令和元年度末から令和2年度にかけ
て、新型コロナウイルス感染症患者の入院、ＰＣＲ検査を実施するコロナ外来の
開設、市立東大阪医療センターを中心とした病院連携会議を開催し、各医療機関
と意見交換を進めてきた。
　これらのことを総合的に評価した結果、「中期目標を概ね達成した。」とし
た。

3

3 3 3 3 4

3 3 3 3 3

小項目評価

平成28年度
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※ウエイト設定した小項目は「二重線」で表記。
※第2-2-(5)ボランティアとの協働については、新型コロナウイルス感染症の影響で

ボランティア活動ができず、令和2年度の評価は対象外とした。

年度計画を大
幅に上回って
実施してい
る。

年度計画を上
回って実施し
ている。

年度計画を十
分に実施でき
ていない。

（6）

（7）

感染症への対応

予防医療

3 3

2 3

（5） 3 4 5

患者・市民満足度のモニタリン
グ

職員の接遇向上

患者満足度の向上

3 3 3 3 3保健福祉行政との連携

2　患者・市民満足度の向上

（1）

（2）

（3）

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

2 3 3

3 3 3 3

4　地域医療機関等との連携強化

（4）

（5）

2 2 3 4 3

4 3 3 3 －

院内環境の快適性の向上

ボランティアとの協働

3　信頼性の向上と情報発信

3 3 3 3 3

（3）

4 4 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

地域医療支援病院としての機能
強化
地域包括ケアシステム構築への
貢献
地域の医療ネットワーク構築の
推進

（2）

（1）

年度計画を順
調に実施して
いる。

3
年度計画を大
幅に下回って
いる。

15 4 2

大項目評価

小項目評価
結果

（参考）

Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ
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第３

（１）評価結果

（２）判断理由及び考慮した事項

（３）小項目評価の集計結果

3 3 3

業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

Ａ

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
大幅に上回る
特筆すべき進
捗状況にあ
る。

達成した。 概ね達成し
た。

十分達成でき
ていない。

大幅に下回っ
ており重大な
改善すべき事
項がある。

　中期目標期間中の各年度における評価は、平成28年度は「Ｃ　中期目標・中期
計画の実現のためにはやや遅れている。」、平成29年度及び平成30年度は「Ｂ
中期目標・中期計画の実現に向けておおむね計画どおり進んでいる。」、令和元
年度及び令和2年度は「Ａ　中期目標・中期計画の実現に向けて計画どおり進んで
いる。」という結果であった。
　また、小項目評価における評価3以上の項目数は、平成28年度は14項目中11項目
（78.5%）、平成29年度は14項目中13項目（92.8%）、平成30年度は15項目中14項
目（93.3%）、令和元年度及び令和2年度は15項目の全てと、全体的には着実に取
組が行われたことがわかる。
　職員満足度の向上においては、時間外勤務の縮減、有給休暇の取得促進、育休
等による職員の職場復帰に関する支援に取組むとともに、育児短時間勤務、部分
休業、介護休業制度を拡充させた。また、ワークライフバランス促進休暇を創設
し、労働関連法改正を受け、年休取得促進に取り組んだ結果、平均年休取得日数
は令和2年度に中期計画目標値に達した。
　全体的な取組状況から「中期目標を達成した。」とした。

3 3 3

3

（1）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

3 3 3 3 3

小項目評価

平成28年度 平成29年度

3 3

2 3 3 3 3

（2）

（3）

3 3

内部統制

3 4

4 4 3

（1）

（2）

（3）

3 3

3 3

法人職員の確保

評価
結果

職員の育成

3　効率的・効果的な業務運営

中期目標を達成した。

項目名

1　業務運営体制の構築

病院の理念と基本方針の浸透

経営基盤を支える組織体制の整
備

2　人材の確保と育成

医療専門職の確保
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※ウエイト設定した小項目は「二重線」で表記。

Ｃ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

2 2 2

4 4

（1）

（2）

（3）

（4）

4 4 3（5）

3 3

3

3 3 3

3 3 3 4

3 3 3 3 3

3 3

小項目評価
結果

（参考）

5 4 3 2 1
年度計画を大
幅に上回って
実施してい
る。

年度計画を上
回って実施し
ている。

3 3適切かつ弾力的な人員配置

予算執行の弾力化

人事給与制度

契約の見直し

医療資源等の有効活用

4　職員満足度の向上

年度計画を順
調に実施して
いる。

年度計画を十
分に実施でき
ていない。

年度計画を大
幅に下回って
いる。

3 3

3

大項目評価
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第４

（１）評価結果

（２）判断理由及び考慮した事項

（３）小項目評価の集計結果

※ウエイト設定した小項目は「二重線」で表記。

Ａ大項目評価

3２

5１

Ｃ Ａ Ｃ

3 3 3 3

2 2 3 2

小項目評価

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

2 2 3

　中期目標期間中の各年度における評価は、平成28年度及び平成29年度は「Ｃ
中期目標・中期計画の実現のためにはやや遅れている。」、平成30年度は「Ａ
中期目標・中期計画の実現に向けて計画どおり進んでいる。」、令和元年度は
「Ｃ　中期目標・中期計画の実現のためにはやや遅れている。｣、令和2年度は
「Ａ　中期目標・中期計画の実現に向けて計画どおり進んでいる。」という結果
であった。
　また、小項目評価における評価3以上の項目数が、平成28年度及び平成29年度は
4項目中2項目（50.0%）、平成30年度は5項目の全て、令和元年度は5項目中2項目
（40.0%）、令和2年度は5項目の全てという結果であった。
　経常損益の推移をみると、平成30年度に臨時的な要因による単年度黒字化の
後、令和元年度に赤字へ転換したが、令和2年度は黒字化した。なお、令和元年度
までの各年度の赤字額は改善傾向にあった。
令和2年度の黒字化要因は、新型コロナウイルス感染症の影響下において一般入院
患者の受入に制限がかかるなか、一般入院患者の確保に努め、さらには新型コロ
ナウイルス感染症に係る空床補償をはじめ多くの補助金を確保したことである。
第1期中期計画に掲げた「計画期間全体での黒字化」については達成できなかった
ものの、黒字化を図った点から「中期目標を概ね達成した。」とした。

財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

2 5

Ｃ

Ｂ 中期目標を概ね達成した。

項目名

財務内容の改善に関する目標を達成す
るためとるべき措置

収入の確保

費用の節減

評価
結果

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
大幅に上回る
特筆すべき進
捗状況にあ
る。

達成した。 概ね達成し
た。

十分達成でき
ていない。

大幅に下回っ
ており重大な
改善すべき事
項がある。
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第５

（１）評価結果

（２）判断理由及び考慮した事項

（３）小項目評価の集計結果

※ウエイト設定した小項目は「二重線」で表記。

中期目標を達成した。

２

大項目評価

地域医療構想を踏まえた役割の
明確化

3 3 3 3 3

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

小項目評価

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

１ 3 3 3 3 5

項目名

中河内救命救急センターの運営
受託

Ａ

その他の業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置

大幅に上回る
特筆すべき進
捗状況にあ
る。

達成した。 概ね達成し
た。

十分達成でき
ていない。

大幅に下回っ
ており重大な
改善すべき事
項がある。

　中期目標期間中の全ての年度評価は、「Ａ　中期目標・中期計画の実現に向け
て計画どおり進んでいる。」という結果であった。
　また、小項目においても、平成28年度から令和2年度の全ての年度において全項
目が評価3以上であったことから、年度計画に沿った取組を確実に進めていたこと
が分かる。
　これらのことにより評価結果は、「中期目標を達成した。」とした。

小項目評価結果
（参考）

5 4 3 2 1
年度計画を大
幅に上回って
実施してい
る。

年度計画を上
回って実施し
ている。

年度計画を順
調に実施して
いる。

年度計画を十
分に実施でき
ていない。

年度計画を大
幅に下回って
いる。

評価
結果

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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地方独立行政法人市立東大阪医療センター

業務実績評価の基本方針 

平成３０年４月１日 

東大阪市 健康部 

地方独立行政法人市立東大阪医療センター（以下「法人」という。）の設立団体の

長（以下「市長」という。）が、地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第28条

第1項の規定に基づき、法人の業務の実績に関する評価（以下「評価」という。）を実

施するに当たっては、以下の方針に基づき行うものとする。  

１ 基本方針  

（１）評価は、法人が中期目標を達成するために、業務運営の改善及び効率化が進め

られること及び法人の質的向上に資することを目的として行うものとする。 

（２）評価は、中期計画及び年度計画の実施状況について確認及び分析を行い、特に

中期目標達成に向けた取り組みを考慮し、法人の業務運営等について総合的に判

断して行うものとする。 

（３）評価を通じて、中期目標及び中期計画の達成に向けた取組状況等を市民にわか

りやすく示すものとする。  

（４）業務運営改善や効率化等の特色のある取組や様々な工夫を積極的に評価する。  

（５）評価方法については、法人を取り巻く環境変化などを踏まえ、柔軟に対応する

とともに、必要に応じて見直しを行うものとする。  

２ 評価方法  

評価は、各事業年度終了後に実施する「年度評価」、中期目標の期間の最後の

事業年度の直前の事業年度終了後に実施する「中期目標期間見込評価」及び中期

目標期間の最後の事業年度終了後に実施する「中期目標期間評価」とする。 

それぞれの評価に係る基準の詳細については、別途実施要領で定めるものとす

る。 
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３ 評価の進め方 

（１）報告書の提出 

法人は、年度評価、中期目標期間見込評価及び中期目標期間評価に関する報告

書について該当する年度終了後３か月以内に、市長に提出するものとする。 

（２）評価の実施 

市長は、提出された報告書をもとに、法人からのヒアリング及び評価委員会の

意見聴取等を踏まえて業務実績を確認及び分析し、総合的な評価を行う。 

（３）意見申立て機会の付与 

市長は、評価結果の決定に当たり、法人に対し評価結果（案）に対する意見申

立ての機会を付与する。 

４ 評価結果の活用 

（１）法人は、評価結果を中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映

させ、その状況を市長に報告するとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況

を公表するものとする。 

（２）市長は、法人の業務継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全

般にわたる検討、次期中期目標の策定及び次期中期計画の作成に関して、評価委

員会の意見を聴くにあたっては、年度評価及び中期目標期間見込評価を適切に示

した上で意見を求めるものとする。
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地方独立行政法人市立東大阪医療センター中期目標期間見込評価及び中期目標期間最終

評価実施要領 

(趣旨） 

第１条 この要領は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）（以下「法」と

いう。）第２８条第１項第２号及び第３号に規定する地方独立行政法人市立東大阪医療

センター（以下「法人」という。）の中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年

度（以下「見込評価年度」という。）の終了後に実施する中期目標の期間の終了時に見

込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価（以下「中期目標期間見込評

価」という。）及び中期目標の期間の最後の事業年度（以下「最終評価年度」という。）

の終了後に実施する中期目標の期間における業務の実績に関する評価（以下「中期目標

期間最終評価」という。）の手続きについて定めるものである。 

（評価方法） 

第２条 市長は、中期目標期間見込評価及び中期目標期間最終評価を実施するに当たって

は、評価委員会の意見を聴いた上で、「項目別評価（大項目）」と「全体評価」により

行うものとする。 

（中期目標期間見込評価に係る項目別評価（大項目）の具体的方法） 

第３条 市長は、中期目標見込評価に関し前条に定める項目別評価（大項目）を実施する

に当たっては、以下に掲げる方法で評価するものとする。 

 (1) 法人は、中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

を明らかにした報告書（以下「報告書」という。）を作成し、市長に提出しなければ

ならない。報告書の作成に当たっては、見込評価年度までの各事業年度の年度評価結

果を踏まえつつ、わかりやすく記載するものとする。 

 (2) 市長は、大項目について、見込評価年度までの各事業年度の年度評価結果を踏まえ

つつ、法人から提出された報告書を確認及び分析し、中期目標期間の終了時に見込ま

れる中期目標の達成状況について以下の５段階による評価を行うものとする。 

Ｓ・・・中期目標を大幅に上回る特筆すべき進捗状況にある。又は、あると見込まれ
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る。 

Ａ・・・中期目標を達成した。又は、達成すると見込まれる。 

Ｂ・・・中期目標を概ね達成した。又は、概ね達成すると見込まれる。 

Ｃ・・・中期目標を十分達成できていない。又は、十分達成できないと見込まれる。 

Ｄ・・・中期目標を大幅に下回っており重大な改善すべき事項がある。又は、大幅に

下回ると見込まれる。 

 （中期目標見込評価に係る全体評価の具体的方法） 

第４条 市長は、中期目標期間見込評価に係る全体評価を実施するに当たっては、項目別

評価（大項目）の結果を踏まえ、中期目標の全体的な達成状況について、記述式による評

価を行うものとする。 

２ 評価に当たっては、法人の自主性・自律性の高い、効率的・効果的な業務運営や経営

改善への取組などを積極的に評価するものとする。 

３ 市長は、評価の結果に基づき必要があると認めるときは、法人に対し、業務運営の改

善その他の必要な措置を講ずることを命ずるものとする。 

（中期目標期間最終評価に係る評価方法の準用） 

第５条 前２条に定める中期目標期間見込評価に係る項目別評価（大項目）及び全体評価の

具体的方法については、中期目標期間最終評価について準用する。この場合において、

「中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績」とあるの

は、「中期目標の期間における業務の実績」と、「見込評価」とあるのは、「最終評価」

と、「終了時に見込まれる」とあるのは「終了時の」と読み替えるものとする。 

附 則

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
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令和３年８月 日

東大阪市長 野田 義和 様

地方独立行政法人

市立東大阪医療センター評価委員会

委 員 長  津 森  孝 生

職務代理者  塩 尻  明 夫

委   員  北 野  恵 子

委   員  喜 馬  通 博

委   員  高 橋  弘 枝

委   員  田 中  崇 公

委   員  米 山  隆 夫

意  見  書 

地方独立行政法人市立東大阪医療センターに係る中期目標期間の業務実績に関する評価

結果報告書（案）について、地方独立行政法人市立東大阪医療センター評価委員会条例

第２条第１項第３号の規定に基づく地方独立行政法人市立東大阪医療センター評価委員会

の意見は、下記のとおりです。

記

 地方独立行政法人法第２８条第１項の規定に基づく評価結果報告書（案）について、

別添のとおり定めることが適当と判断します。

資料１０




